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旅行者向けの感染防止対策の一層の周知強化について（協力依頼） 

 

 

 平素より当協会の活動に対し、格別のご理解、ご協力を賜り厚く御礼申し上げます。 

 先般、１０月１日（木）より、東京都発着の旅行についても、「ＧＯ ＴＯ トラベル事業」の支

援対象とすることが公表されましたが、感染防止と観光振興を両立させながら「ＧＯ ＴＯ ト

ラベル事業」を安定的に実施していくためには、「旅行者の感染防止の意識向上」に対して

最大限の努力を継続することが必要であり、その実施には、交通事業者をはじめとする観

光関係事業者のご協力が不可欠であります。 

今般、国土交通省自動車局より、旅行者に対する感染防止対策の周知強化につきまし

て、会員事業者への協力依頼がありましたので、各都道府県バス協会におかれましては、

バス車内、バスターミナル、その他旅行者が利用する施設等において、下記の資料を活用

し、旅行者に対して感染防止対策を周知していただくよう会員事業者へご連絡をお願いい

たします。 

 

記 

 
（資料）「新しい旅のエチケット」（６／１９公表） 
     https://www.mlit.go.jp/kankocho/content/001355176.pdf 
  「新しい旅のエチケット」「新しい旅のルール」の動画（９／１０公表） 
     https://goto.jata-net.or.jp/info/2020091001.html 
 

以上 

 
 




